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１ バイオマスとは 

  バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、「再生可能な生物由 

 来の有機性資源で化石資源を除いたもの」で、次のような特性がある。 

 

 ア 太陽のエネルギーを使って、水と二酸化炭素（CO２）から生物が光合成によって生 

  成した有機物であり、生物と太陽がある限り持続的に再生可能であるという特性を 

  持っている。 

 イ バイオマスの燃焼などで放出されるCO２は、生物が光合成により大気中から吸収・ 

  固定したものであり、大気中のCO２を増加させない特性を有しており「カーボンニュ 

  ートラル」に寄与するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   出典：「使おう！広げよう！バイオマス！」（一般社団法人日本有機資源協会） 
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２ 前計画のバイオマス別進捗状況 

                                  (単位：トン) 

 
 

利活用率 利活用率

賦存量 564,044 520,177

利活用量 560,082 520,177

賦存量 408,934 320,946

利活用量 290,343 234,291

賦存量 30,699 25,870

利活用量 27,828 24,660

賦存量 16,200 17,750

利活用量 16,038 17,573

賦存量 290,953 267,550

利活用量 252,066 243,405

賦存量 212,976 191,624

利活用量 204,457 185,875

賦存量 27,395 30,415

利活用量 10,684 14,295

賦存量 50,582 45,511

利活用量 36,925 43,235

賦存量 62,988 27,975

利活用量 791 1,750

賦存量 1,019,877 884,743

利活用量 894,291 796,701

賦存量 353,941 295,525

利活用量 252,857 245,155

賦存量 1,373,818 1,180,268

利活用量 1,147,148 1,041,856

73% 95%

90%

83%

合計 84% 88%

廃棄物系バイオマス計

未利用系バイオマス計

88%

71%

99%

未
利
用
系
バ
イ
オ
マ
ス

農作物非食用部 87% 91%

稲わら 96% 97%

麦わら 39% 47%

林地残材 1% 6%

もみ殻

バイオマスの種類
平成２８年度 令和６年度

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス

家畜排せつ物 99% 100%

事業系食品残さ 71% 73%

農業集落排水汚泥 91% 95%

製材工場等残材 99%
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３ 国のバイオマス活用推進基本法及び第３次基本計画の概要 

 

 

                       出典：農林水産省ホームページ 
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４ バイオマスの用途別内訳 

＊ 現状（令和６年度）の廃棄物系バイオマス計及び合計の賦存量及び利活用量は下水汚泥が加 

 わったため、２ページの「２ 前計画のバイオマス別進捗状況」の表と異なる。 

 

現状 目標

利活用率 賦存量(t) 利活用率 賦存量(t)

100% 520,177 520,177 100% 435,679 435,679

462,958 89% 392,111 90%

57,219 11% 43,568 10%

73% 320,946 234,291 80% 298,000 238,400

178,061 76% 181,184 76%

35,144 15% 35,760 15%

9,372 4% 9,536 4%

11,714 5% 11,920 5%

95% 25,870 24,660 96% 24,000 23,000

13,810 56% 16,721 73%

10,850 44% 6,279 27%

99% 17,750 17,573 99% 18,700 18,500

95% 13,237 12,621 100% 13,149 13,149

91% 267,550 243,405 94% 276,058 259,677

97% 191,624 185,875 97% 199,376 193,395

13,011 7% 13,538 7%

9,294 5% 9,670 5%

5,576 3% 5,802 3%

5,576 3% 5,802 3%

152,418 82% 158,584 82%

47% 30,415 14,295 71% 29,330 20,824

8,291 58% 12,078 58%

4,003 28% 5,831 28%

2,001 14% 2,915 14%

95% 45,511 43,235 96% 47,352 45,458

18,591 43% 19,547 43%

6,485 15% 6,819 15%

8,215 19% 8,637 19%

9,944 23% 10,455 23%

6% 27,975 1,750 9% 32,500 3,000

90% 897,980 809,322 92% 789,528 728,728

83% 295,525 245,155 85% 308,558 262,677

88% 1,193,505 1,054,477 90% 1,098,086 991,405

バイオマス

現状（令和６年度） 目標（令和１２年度）

参考 参考

利活用量(t) 利活用量(t)

ほ場還元

事業系食品残さ

飼料

建設資材

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス

家畜排せつ物

堆肥化

肥料

油脂

メタン・他

農業集落排水汚泥

肥料

製材工場等残材

下水汚泥

未
利
用
系
バ
イ
オ
マ
ス

農作物非食用部

稲わら

堆肥

麦わら

すき込み

その他

林地残材

加工用等

飼料

敷料

すき込み

廃棄物系バイオマス計

未利用バイオマス計

合計

堆肥

加工用等

もみ殻

堆肥

敷料

すき込み
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５ 目標設定の考え方  

バイオマス 目標設定の考え方 

廃 

 

棄 

 

物 

 

系 

 

バ 

 

イ 

 

オ 

 

マ 

 

ス 

家畜 

排せつ物 

【賦存量】 

・ 県内の家畜の飼養頭羽数からふんと尿の合計値を算出。 

・ 目標年度の見通しは近年の賦存量の推移から推計。 

【利活用率・利活用量】 

・ 賦存量の全量（１００％）が適正に処理・利用されると想定。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 

・ 利活用量の用途別内訳において、「堆肥化」後のほ場還元と直接「ほ場 還元」

の割合は、「埼玉県家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」から算出。 

事業系 

食品残さ 

【賦存量】 

・ 「埼玉県一般廃棄物処理事業の概況」の事業系ごみ量と「埼玉県産業廃 

 棄物実態調査報告書」の食品残さに係る産業廃棄物量を合計して賦存量を 

 推計。 

・ 目標年度の見通しは、県の第９次県廃棄物処理基本計画の排出量予測か 

 ら推計。 

【利活用率・利活用量】 

・ 毎年度国が報告する「食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再 

 生利用等実施率」の再生利用実施割合を利活用率として準用し、目標年度 

 の利活用率は前計画値を継続。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 

・ 利活用量の用途別内訳は令和６年度と変化しない想定で算出。 

農業集落 

排水汚泥 

【賦存量】 

・ 農業集落排水施設実施状況調査から汚泥量を推計。 

・ 目標年度の見通しは、現状値から令和７年度から令和１２年度の下水道 

 接続及び統廃合による人口減少を考慮し設定。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用量は現状値を維持していくこととし、利活用率は利活用量／賦存 

 量で算出。 

・ 利活用量の用途別内訳は過去５年平均の農地還元と建設資材の割合で算出。 

製材工場等 

残材 

【賦存量】 

・ 木材統計調査（農林水産省）の製材工場等の素材入荷量をベースに残材 

 量を推計。 

・ 目標年度の見通しは製材工場等の施設数や取扱量に大幅な増減が見込ま 

 れないことから、素材入荷量過去５年間の平均で算出。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は現状維持で設定し、利活用量は賦存量×利活用率で算出。 

下水汚泥 

【賦存量】 

・ 埼玉県流域下水道から排出されるばいじんの合計量。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は、セメント等再利用と肥料利用された利活用量から算出。 
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バイオマス 目標設定の考え方 

未 

 

利 

 

用 

 

系 

 

バ 

 

イ 

 

オ 

 

マ 

 

ス 

稲わら 

【賦存量】 

・ 農林水産統計「水陸稲の収穫量」の水稲作付面積から稲わらの発生量を 

 推計。 

・ 目標年度の見通しは面積の増減から推計。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は今後も賦存量の大半が現状と同様に有効活用されると想定し 

 て設定。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 

・ 利活用量の用途別内訳は令和６年度と変化しない想定で算出。 

麦わら 

【賦存量】 

・ 農林水産統計｢４麦の収穫量｣の麦作付面積から麦わらの発生量を推計。 

・ 目標年度の見通しは面積の増減から推計。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は１年で４％上昇する見込みで算出。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 

・ 利活用量の用途別内訳は令和６年度と変化しない想定で算出。 

もみ殻 

【賦存量】 

・ 農林水産統計「水陸稲の収穫量」の水稲作付面積からもみ殻の発生量を 

 推計。 

・ 目標年度の見通しは面積の増減から推計。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は５年で１％上昇する見込みで算出。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 

・ 利活用量の用途別内訳は令和６年度と変化しない想定で算出。 

林地残材 

【賦存量】 

・ 素材生産量から林地残材発生量を推計。 

・ 埼玉県農林水産業振興基本計画の指標である「県産木材の供給量」目標 

 値から算出。 

【利活用率・利活用量】 

・ 利活用率は目標年度までに生産性向上による集材・運班コストの低減、 

 木質バイオマス発電やボイラー等のバイオマス利用施設設置に伴い、林地 

 残材のエネルギー利用が進むことを想定して９％まで上昇する見込みで 

 算出。 

・ 利活用量は目標年度の賦存量に利活用率を乗じて算出。 
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６ 一般的なバイオマスの利活用方法 

 

 (1) マテリアル利用 

利活用方法 
利用する 

バイオマス 
バイオマスの変換 バイオマスの利用 

堆肥化 

（肥料化） 

 

 

 

 

 

 

・家畜排せつ物 

・食品残さ 

・下水汚泥 

・農業集落排水 

 汚泥 

 

 堆肥は一定の制御された方法で堆積又

は撹拌し、酸素の存在下で生育する好気

性微生物の働きで腐熟したもの。 

 堆肥化方法として、堆積発酵方式と機

械切り返し方式がある。 

【留意点】 

・製品の安全性の確保（重金属、有害成 

 分に留意） 

・製品の均質化 

・製品販路の確保 

 製品には家畜排せつ

物、食品残さ、下水汚泥

を活用した堆肥」と集落

排水汚泥を活用した「汚

泥発酵肥料」があり、土

づくりや施肥のために利

用する。 

飼料化 ・食品残さ 

・農作物非食用部

（わら類） 

 

 

 乾燥調製、液体調製、発酵調製により、

家畜の飼料として製品化したもの。特に 

食品残さを飼料化したものは「エコフィ 

ード」と呼ばれている。 

 エコフィードの飼料化方法として、乾

燥法（乾熱乾燥、減圧乾燥、ボイル乾燥､ 

発酵乾燥、油温脱水）､リキッドフィード

調製法、サイレージ化がある。 

【留意点】 

・製品の安全性の確保（カビ、有害成分､ 

 異物に留意） 

・成分の安定の確保 

 エコフィードは乾燥飼

料とリキッドフィードの

形状で養豚業を中心に流

通する。 

 わら類は乾燥飼料やサ 

イレージとして酪農家及 

び肉用牛農家に流通する。

 

炭化 ・バイオマス全般 

 

 バイオマスを炭化炉で加熱し、炭にし

たもの。炭化により減量化、無臭化、取

扱い性の向上を図ることができる。 

【留意点】 

 炭化炉の導入等初期投資や設備の維持

管理費が大きい。 

 燃料、土壌改良材、吸

着剤、緑化材として利用

される。今後さらに用途

開発が必要である。 

バイオマス

プラスティ

ック 

・資源作物 

（とうもろこし､ 

 さとうきび） 

・木質材 

 ポリ乳酸、酢酸セルロースなどの化学

合成によりさまざまな樹脂に生成したも

の。 

【留意点】 

 資源作物が利用されることから、食用

との競合を回避する必要がある。 

 食器などの成形品、フ

ィルム、繊維品などで利

用が広がっている。 
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 (2) エネルギー利用 

利活用方法 
利用する 

バイオマス 
バイオマスの変換 バイオマスの利用 

木質固形 

燃料 

・製材工場等残材 

・林地残材 

 薪や木材を裁断したチップのような簡

易的なものと木材を粉砕・乾燥して棒状

に固化した「木質ペレット」がある。 

 木質ペレットはハンドリングが容易で、熱

効率が高い。 

・ボイラー（薪､チップ、 

 ペレット） 

・蒸気タービン発電 

・ガス化発電 など 

 

メタンガス ・家畜排せつ物 

・食品残さ 

・下水汚泥 

・農業集落排水 

 汚泥 

 

 バイオマスを原料とし、嫌気性細菌に 

より有機物を分解することでメタンガス 

を発生させたもの。ガスを回収した後の 

発酵消化液は液体肥料として利用できる。

【留意点】 

 発酵消化液は液体肥料として利用する 

場合、利用先の確保が必要である。また、

農地還元せず、浄化処理して放流する場 

合、処理コストがかかる。 

・ボイラーによる熱供給 

・燃料（天然ガス自動車 

 や都市ガス等） 

・ガスエンジンやガスタ 

 ービンによる発電など 

バイオディ

ーゼル燃料 

 

 

 

 

 

・食品残さ 

（廃食用油） 

・資源作物 

（菜種等） 

 油脂原料からメタノールとのエステル

交換によって生成した脂肪酸メチルエス

テルを指す。 

【留意点】 

 原料の安定的な収集が必要である。ま

た、バイオディーゼル燃料の品質向上が

必要である。 

 主に車両燃料用として

利用される。軽油と混ぜ 

ずに利用する燃料(B100)

と軽油に５％以下で混ぜ

る燃料(B5)がある。 

バイオエタ

ノール 

・資源作物 

（さとうきび､ 

 とうもろこし等） 

・木質材 

 でんぷん質等の材料からアルコール発

酵により製造されるエタノールのこと。 

 主に車両燃料用として

利用される。 

 参考文献：「バイオマス活用ハンドブック」（一般社団法人日本有機資源協会） 
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７ バイオマス利活用に関する法律 

分類 法 律 名 

バイオマス全般 バイオマス活用推進基本法 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等 

に関する法律（みどりの食料システム法） 

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 

（農林漁業バイオ燃料法） 

土地 

利用 

計画 

都市区域 都市計画法 都市緑地保全法 文化財保護法 

農業区域 農地法 農業振興地域の整備に関する法

律 

生産緑地法 

森林 森林法 

自然 

環境 

保全面 

自然公園 

地域 

自然公園法 都市公園法 

自然環境保 

全地域 

都市緑地保全法 自然環境保全法 

防災面 河川法 地すべり等防止法 砂防法 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（がけ崩れ防止法） 

建築物関連 建築基準法 建築士法 水道法 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法） 

航空法 工業用水法 下水道法 

消防法 浄化槽法 都市計画法 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

プラント設備関連 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

電気事業法 ガス事業法 地力増進法 

高圧ガス保安法 電波法 エネルギーの使用の合理化に

関する法律（省エネ法） 

環境規制関連 環境基本法 循環型社会形成推進基本法 環境影響評価法 

大気汚染防止法 悪臭防止法 騒音規制法 

水質汚濁防止法 ダイオキシン類対策特別措置法 湖沼水質保全特別措置法 

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 

海洋汚染防止法 振動規制法 

施工に関わる法律 労働基準法 労働安全衛生法 建設業法 

電気工事士法 電気用品取締法   

維持管理に関する法律 建築基準法 建築物衛生法 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（廃棄物処理法） 

水質汚濁防止法 大気汚染防止法 悪臭防止法 

騒音規制法 湖沼水質保全特別措置法 肥料取締法 

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 

特定工場における公害組織の整備に関する法律（公害防止管理者法） 

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS法） 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 

地方税法 計量法 振動規制法 

その他 工場立地法 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

＊( )は、法律の通称･略称です。また、ここには利用の際に特に留意すべきものを掲載しましたが、上記以外の法規制に 

 対しても十分留意してください。 


